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はじめに

　2024年 9 月13日付で企業会計基準委員会（Accounting Standard Board of 

Japan, ASBJ）は、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」及び企

業会計基準適用指針33号「リースに関する会計基準の適用指針」（以下、こ

れらをまとめて「新基準」という。）を公表した。このようなリース取引に

係る会計基準の改正は2007年の企業会計基準第13号「リース会計基準の適用

指針」（以下、これらをまとめて「現基準」という。）以来の出来事であり、

その影響は会計領域を筆頭に様々な領域に波及した1。税制もまた、新基準

の波紋が及んだ領域の一つである。実際に、税制は新基準に対応するため

に、2024年12月22日に閣議決定された「令和 7 年度税制改正の大綱」にリー

ス取引に関する整備を盛り込んだ（三 4 ⑻）。その対応は公表から 3 か月と

いう短い期間において迅速に実施されたものであり、新基準の衝撃が税制に

とって大きかったことが窺える。

　それでもなお、新基準の衝撃に対して税制はいまだ多くの課題を残して

いる。それら課題の筆頭となるのが「令和 7 年度税制改正の大綱」で未整

備部分のリース取引に係る税務対応であろう。なぜならば、当該大綱ではオ

ペレーティング・リース取引の従来どおりの手法の踏襲（法法53、改正法附

則14）やリース譲渡に係る収益及び費用の帰属年度の特例の廃止等の部分的

な項目に対する改正（旧法法63、旧法令124～128、法法22、22の 2 ）のみに

限られており2、いまだ税務対応の全貌は明らかになっていないためである。

そのため、今後公表される「令和 8 年度税制改正の大綱」以降での対応が期

待される。

　では、新基準に対して、今後、どのような税務対応が要請されるべきであ

ろうか。総合的な検討に当たっては、リース税制の本来の趣旨に立ち返るこ

とが必要であろう。この作業により、現在のリース税制がその目的に沿って
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いるか否かを判別でき、目的に適合しない点、すなわち税務対応が要請され

る点を導出することが可能となる。そもそも、リース取引に対する税務上の

統一的な規制は、「一般の賃貸借と同様に取扱うことに課
・
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・
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・
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のも認められるので、個々のリース取引の経
・

済
・
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・

に応じてこれを売買取

引等として取扱う」（昭和53年通達（趣旨））（圏点筆者）ことから始まった。

このうち、経済的実質に応じた課税という点は、昭和53年通達の時代より、

一貫してリース税制の目的として焦点が当てられている（昭和53年通達（趣

旨）；昭和63年通達（趣旨）；大蔵財務協会2007、336頁）。一方で、課税上の

弊害の除去といった点は、平成17年度税制改正でレバレッジド・リースに一

定の制限が設けられ、当該弊害が生じる可能性は大きく低下した。その結果

として、課税上の弊害は平成19年度税制改正の立法趣旨で言及されておら

ず、以前と比べ重要視されなくなってきている3。しかし、それが完全に消

失したかというとそうではない。日本型オペレーティング・リース及び日本

型シンセティック・リース4といった節税効果をもつスキームがいまもなお

存在していることは我々のよく知るところである（坂本2024b、29頁；佐藤・

角ヶ谷2009、205頁）。

　ここで、日本型オペレーティング・リースは、租税特別措置法第67条の12

第 1 項で大きく規制されたものの、適正に組成された日本型オペレーティン

グ・リースは現在においても使用が容認されており（坂本2024、29頁）、実

際にインターネット上では多くのリース会社が日本型オペレーティング・リ

ースをスキームとして販売している5。もう一つの日本型シンセティック・

リースでは、会計上のファイナンス・リースと税務上のリース取引の要件の

ズレを利用することにより、会計上ではリース資産をオフバランスするにも

関わらず、税務上ではリース資産の所有者として、減価償却の損金算入等の

節税効果を享受するスキームである（佐藤・角ヶ谷2009、205-206頁；加藤

2007、196-205頁）。このように現行税制においても、リース税制の課税上の

弊害の除去という目的は達成されていない。そして、これらの弊害は、新基
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準により何らかの影響を受けることが予想される。よって、本稿においては

日本型オペレーティング・リースや日本型シンセティック・リースによる税

制上の問題に対し、新基準がもたらすインパクトを明らかにすることを目的

とする。なお、新リース会計基準と法人税法との関係については、すでに坂

本ゼミナール（2025）において論じているところではあるが、本稿ではリー

ス取引のもつ節税行為という側面に焦点を絞る6。

　まずⅠにおいて、過去の知見の活用や税務対応の総合的な理解のために、

税制の歴史的な節税効果への対抗措置の系譜を俯瞰する。そうして税制がリ

ース取引を用いた節税効果に対し、歴史上どのように対抗措置を講じてきた

のかを考察する。次にⅡにおいては、日本型オペレーティング・リース取引

について、そのスキームの構造と当該取引に係る税務上の対応を整理し、い

まだに残っている節税スキームとしての当該リース取引の実態を捉える。最

後にⅢにおいては、新基準による日本型シンセティック・リースの会計及び

税務への影響を考察し、タックス・インセンティブへの影響を明らかにする。

Ⅰ　借手・貸手の節税行為

　本章では、リース取引を用いて享受できる節税効果を、わが国で最初のリ

ース専業会社である（株）日本リースインターナショナルが1963（昭和41）

年に設立されてから、現行のリース会計基準が発遣されるまで、借手と貸手

の立場から通時的に概観する。

　ここで結論を先取りすると、「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱

いについて」（昭和53年 7 月20日、直法 2 －19（例規）、直所 3 －25）（以下、

これらを「昭和53年通達」という。）の公表までは借手が節税効果を受ける

スキームが多く、それ以降は貸手が効果を受けるようになっている。それぞ

れどのようなスキームが利用されていたか、またそれに対し税務上はどのよ

うな対応をしていたのかを整理する。



128

⑴　借手のスキーム

　昭和53年通達が公表されるまで、統一的なリースの取扱いは置かれておら

ず、リースを仮装した取引で課税上の問題が生じていた。そこで、リース事

業協会は独自に税務上の取扱いを作成することによって自主規制を敷き、会

員会社は自主基準を遵守することで課税上の問題が生じないように努めてい

た（リース事業協会2021a、 9 -10頁）。しかし、自主基準には法的拘束力が

なかったため、節税行為を十分に抑制しきれなかったため、個別通達7が発

遣された（リース事業協会b、11頁）。

　本来リース取引とは前述のとおり、貸手が節税効果を受けるスキームが組

まれている。しかし、53年通達が公表されるまでは、借手が節税効果を受け

るスキームが組まれていた。本スキームでは、法定耐用年数よりも極端に短

いリース期間を設定することにより、借手側はリース料と減価償却費を計上

することが可能となる。具体例として、車両（法定耐用年数 5 年）をリース

期間 2 年で賃借し、その後は所有権を借手に無償譲渡したとする。このよう

にすることで借手側は、 2 年分のリース料と、リース期間が終了してからの

3 年分の減価償却費を費用計上することができる。それにより、ここで支払

うリース料の合計は、車両の取得価額と同額となり、売買取引を行った場

合よりも早期にその取得価額分を費用計上することが可能となる。設例（図

1 - 1 ）として、以下の条件で取引を行った場合、借手は 1 、 2 年目に支払

リース料を合計50億円、 3 年目以降は取得した資産の残存価額分を減価償却

することが可能である。

設例①　短期のリース取引（リース期間 2 年）

＜前提条件＞

・対象物件：車両

・対象物件の取得価額：50億円

・リース期間： 2 年
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・対象物件の法定耐用年数： 5 年

・償却方法：旧定率法（0.369）

・年間支払リース料：25億円

・合計支払リース料：50憶円

図表 1 - 1 　短期のリース取引（ 2年間）の収支表�
（単位：千円）

図表 1 - 2 　法定耐用年数 5年に対してリース期間が 2年の場合

出所：筆者作成。

出所：朝長・大塚・新沼・池田（2012、50頁）を筆者一部修正。
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　このことから、借手側の方が損金を多額に計上することができる、課税の

繰延べが行われる。さらに、リース期間を 1 年間とした場合では、借手側は

1 年分のリース料（取得原価と同額）と 4 年分の減価償却費を計上すること

ができ（図表 1 - 3 ）、そのため、借手側はリース期間が短縮されるほど多額

の損金を計上することができる。

設例②　短期のリース取引（リース期間 1 年）

＜前提条件＞

・対象物件：車両

・対象物件の取得価額：50億円

・リース期間： 1 年

・対象物件の法定耐用年数： 5 年

・償却方法：旧定率法（0.369）

・年間支払リース料：50憶円

・合計支払リース料：50憶円

図表 1 - 3 　短期のリース取引（ 1年間）の収支表�
（単位：千円）

出所：筆者作成。
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図表 1 - 4 　法定耐用年数 5年に対してリース期間が 1年の場合

　設例②と類似する最高裁判所昭和43年 8 月27日判決（昭和40年行（ツ）第

85号審査決定取消請求上告事件）は、その後のリース取引の課税上の取扱い

について大きな影響を与えたといわれている（瀬川1998、15頁）。この事件

は、札幌市が中小企業設備合理化促進条例に基づいて購入した機械（法廷耐

用年数20年）を中小企業に 5 年間賃与し、借手が当初納付金、普通使用料及

び、特別使用料を完納した場合には、その機械の所有権を借手に無償で移転

するものとし、税務当局は当該取引を割賦販売とみて、借主の損金算入額の

うち減価償却超過額部分について更生処分を行ったが、借手がこれを不服と

して争われたものである。結果として、以下、図表 1 - 5 の点から、札幌市

条例に基づく機械の使用許可の法律関係は、割賦販売に当たるという判決が

下された。

出所：朝長・大塚・新沼・池田（2012）を筆者一部修正。
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図表 1 - 5 　最高裁判決において当該取引を割賦販売とみなした点

　この判決（図表 1 - 5 ）を受けて国税庁は、昭和43年11月に法人税の取扱

いに関する長官通達案を公表した。本案には、取引の経済的実態が「賃貸

借」でなく、「売買」と認められる場合には、賃貸人が賃貸借期間中に支払

いを受ける賃貸料の額は、「資産の使用の価値」ではなく、「資産の譲渡対

価」であるとするものである。この取扱いは、賃貸借契約を基本としたファ

イナンス・リース取引も適用の対象となる可能性があったため、まだファイ

ナンス・リースが導入されて間もないリース業界においてその事業に大きな

影響が及ぶと懸念されたため、リース事業懇談会は国税庁に対し、陳情書を

提出するなどし、国税庁通達案の導入は見送られることになった（朝長・大

塚・新沼・池田2012、40頁）。

　こうした背景から、昭和53年通達が発遣され、特に、「実質的に売買と認め

られるリース取引」についての指針が示された。当該通達では、リース取引

に係るリース物件について、賃貸人における過去の同様なリース取引の実績、

当該リース物件の性質その他の状況を考慮した結果、リース期間の経過後に

当該リースが会社に返還され又は、破棄される可能性が高いと認められる場

合においては、売買取引として取り扱わないこととされた。ただし、次にあげ

るリース取引については売買取引として扱うこととされた（昭和53年通達 2 ）。

出所：瀬川（1998、15～16頁）を一部修正。
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図表 1 - 6 　売買取引として取り扱うリース取引（昭和53年通達）

　本通達が昭和54年 1 月 1 日以降に締結された契約に係る取引について適用

されることになり、リース取引における売買取引の範囲が拡大し、本通達の

適用以降の節税行為は貸手によるものへと切り替わっていくこととなる。

⑵　貸手のスキーム

1.　日本型レバレッジド・リース取引

　前項では昭和53年通達における「売買とされるリース取引」は、リース期

間がリース物件の法定耐用年数よりもかなり短い場合において、課税上不適

切な取扱いが生じることを是正する目的で設けられたことを明らかにした。

そして、本通達以降、リース期間を長期間に設定することで節税効果を得る

日本型レバレッジド・リース取引が普及するようになる8。ここで、日本型

レバレッジド・リース取引とは、1960年代のアメリカで登場したレバレッ

ジ・リース取引が、日本独自の取引形態へと変化したものである。1985年に

は初めて当該取引が行われ、対象資産となったもののほとんどが航空機であ

り、経済的耐用年数が法定耐用年数を上回るものが多いため広く利用される

こととなった（野口2014、130頁）。当該取引には、商法上の匿名組合方式と

任意組合方式があり、わが国では匿名組合方式を採るのが主流である。日本

出所：昭和53年通達 2 より筆者作成。
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型レバレッジド・リース取引においてリース会社等は子会社（営業者）を設

立し、各出資者と匿名組合契約を結ぶ。ここで、出資者はリース物件の価格

の20～30％を出資し、残りの70～80％を営業者が金融機関から借り入れ、航

空機等のリース対象物件をサプライヤーから取得し、借手に賃貸する。これ

により、投資家（実質的な貸手）はリース物件の購入価額の20～30％を出資

するだけで、対象物件を購入した物件とほぼ同等の損益を計上することがで

きる（米田2006、161頁）。

　レバレッジド・リース取引のスキームとして、貸手は法定耐用年数を超え

る長期のリース期間を設定し、リース資産を貸与する。これにより、 1 年あ

たりのリース収入が減少し、定率法を用いて減価償却を行うことで、リース

期間初期にリース収入を大幅に超える減価償却費を計上できる。具体的な例

として以下のケースをあげる。

設例③　資産を法定耐用年数でリースした場合

＜前提条件＞

・対象物件：航空機

・投資形態：匿名組合出資

・投資家出資額： 5 億円

・銀行借入額：45億円

・金利： 3 ％

・リース期間： 5 年

・対象物件の法定耐用年数： 5 年

・償却方法：旧定率法（0.369）

・年間リース料収入：12億円

・合計リース料収入：60億円
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図表 1 - 7 　法定耐用年数でリースした場合の収支表�
（単位：千円）

　このケースにおいて、貸手は 1 年目に7.8億円、 2 年目に約 1 億円の損失

を計上しているが、 1 年あたりのリース料収入と比して、巨額の損失を生み

出しているとは言えない。ここで、リース期間を10年に延ばしたケースが以

下のとおりである。

設例④　レバレッジド・リース取引を利用した場合の設例

＜前提条件＞

・対象物件：航空機

・投資形態：匿名組合出資

・投資家出資額： 5 億円

・銀行借入額：45億円

・金利： 3 ％

・リース期間：10年

・対象物件の法定耐用年数： 5 年

・償却方法：旧定率法（0.369）

・年間リース料収入： 6 億円

・合計リース料収入：60億円

出所：筆者作成。
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図表 1 - 8 　10年間の収支表�
　（単位：千円）

　長期のリース期間を設定したことにより、 1 年あたりのリース収入が減少

する。これにより、貸手はリース期間 1 年目に13億円、 2 年目に約 7 億円も

の多額の赤字を計上し、その節税効果として課税の繰延べを行うができる。

図表 1 - 9 　レバレッジド・リース取引

　これに対し、国税庁は「リース期間が法定耐用年数よりも長いリース取引

に対する取り扱いについて」（昭和63年 3 年30日直法 2 － 7 （例規）、直所 3

－ 7 、査調 4 － 5 ）（以下「昭和63年通達」という。）を発遣した。本通達で

は下記の所定の要件のすべてに該当するリース取引のうち、リース期間がリ

ース物件の法定耐用年数の100分の120に相当する年数を超えるものは売買取

引、又は金融取引とみなした。これにより、日本型レバレッジド・リース取

引において、借手に資産が計上され、貸手は定率法による課税の繰延べを行

うことができなくなった。

出所：筆者作成。

出所：朝長・大塚・新沼・池田（2012、60頁）を筆者一部修正。
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図表 1 -10　売買及び金融取引とみなすリース取引（昭和63年通達）

　イ及びロの条件はセール・アンド・リースバック取引、又はリース物件の

選定を賃借人が行ったりするなど、リース物件が実質的に賃借人によって

所有されていることを示している。これはレバレッジド・リース取引が、実

質的にセール・アンド・リースバック取引の形式で行われたことを示して

おり、本通達で金融取引とみなされることとなった（野口2014、128頁）。ま

た、ロの要件はいわゆるフルペイアウト、ハの要件はノンキャンセラブルの

要件であり、これはレバレッジド・リース取引のうち、ファイナンス・リー

ス取引によって行われるものを規制しており、本通達によりファイナンス・

リース取引のうち、売買取引と判定される範囲がさらに拡大した。

2.　国外リース資産を利用したレバレッジド・リース取引

　その後の平成10年度税制改正では、通達で示されていたリース取引の取

扱いが廃止され、法人税法施行令（旧法令136の 6 ）に新たに規定が置かれ

たが、その内容は通達の内容をまとめたものであり大幅な改正はされなかっ

た。同法令の第一項には、「売買取引とされるリース取引」（旧法令136の 6

①）の取扱いが示され、新たに割安購入選択権9に関する条項が追加された。

出所：昭和63年通達 1 ⑴を元に筆者作成。
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また、「金銭の賃借とされるリース取引」の範囲について、通達ではその範

囲は中古資産に限定したものであったが、本改正では特段の規定は無くなっ

ている。さらに、売買及び金銭の賃借とされるリース取引に該当しない取引

については、「賃貸借とされるリース取引」とされ、通常の賃貸借と同様に

取り扱うとされた（旧法令136の 6 ③）。

　ここで、新たに問題となったのが、賃借人が外国法人又は非居住者で、そ

の業務を国外で行うレバレッジド・リース取引である。当該取引は、日本型

レバレッジド・リース取引と同様に長期のリース期間で取引を行うものであ

った。しかし、リース期間を法定耐用年数の100分の120に相当する年数を超

えないように設定することにより、昭和63年通達により規定された売買取引

とみなす要件を外し、税法上の賃貸借取引とみなされることで、貸手が課税

の繰延べを行うことが可能であった。これにより、 1 年あたりのリース収

入が減り、定率法で初期に多額の減価償却費を計上し、賃貸人は課税の繰延

べを行うことができる。この恩恵として、海外の賃借人は課税の繰延べの

効果としてリース料の減額を受ける。一方で、税務当局に入るはずであった

歳入が海外の賃借人に帰属するという弊害が生じてしまった（大蔵財務協会

1998、291頁）。具体的な設例に関しては以下のとおりである。

設例⑤　国外リース資産を利用したレバレッジド・リース取引

＜前提条件＞

・対象物件：航空機

・投資形態：匿名組合出資

・貸手：海外に居住

・投資家出資額： 5 億円

・銀行借入額：45億円

・リース期間：10年

・対象物件の法定耐用年数： 9 年
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・償却方法：旧定率法（0.369）

・年間リース料収入：5.5億円

・合計リース料収入：55億円

図表 1 -11　10年間の収支表�
（単位：千円）

　貸手は 1 年間のリース収入が5.5億円であるのに対し、減価償却費を 1 年

目に11億円計上でき、日本型レバレッジド・リース取引ほど巨額ではない

が、課税の繰延べを行うことができる（図表 1 -12）。前述のとおり、借手も

リース料の減額といった恩恵を受けるため、双方にメリットの大きい取引で

あったと考えられる。

図表 1 -12　国外リース資産を利用したレバレッジド・リース取引

出所：筆者作成。

出所：朝長・大塚・新沼・池田（2012、72頁）を筆者一部修正。
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　このような課税上の弊害を規制するために、新たに法人税法施行令に規制

が加わった。当該取引について減価償却をするときは、国外リース資産の取

得価額から見積残存価額を控除した残額をリース期間の月数で除し、これ

に各事業年度における月数を乗じた金額を各事業年度の償却限度額とする、

「国外リース資産定額法10」（旧法令48の 1 ⑥）に限定された。これにより、

貸手は定額法による均等償却を強いられ、リース期間初期に多額の減価償却

費を計上することが不可能となった。国外リース資産に出資する効果は減滅

され、当該資産を用いたレバレッジド・リース取引は衰退していった11。前

述した日本型レバレッジド・リース取引及び国外リース資産を用いたレバ

レッジド・リース取引は、いずれも貸手が節税効果を享受できるファイナン

ス・リース取引によるものであり、平成10年度税制改正によってその規制は

より強固なものになった。

　また、その後の平成19年度税制改正では、税法上のリース取引の計算規定

が、法人税法施行令から法人税法に定められ、従来賃貸借取引として取り扱

われていた所有権移転外ファイナンス・リース取引を含むすべてのリース取

引を売買取引として取り扱うこととなった（法64の 2 ①）。セール・アンド・

リースバック取引の取扱いを示す「金銭の賃借とみなすリース取引」に関し

ては同法第二項に示された。これにより、「賃貸借とみなすリース取引」の

規定はなくなり、税法上のリース取引は売買又は金融取引で判断されること

となった。

⑶　小括

　Ⅰでは借手及び貸手の節税スキームの事例、それに係る税務対応を取りあ

げた。昭和53年通達以前は借手、それ以降は貸手による節税行為が横行し、

税法ではそれを後追いする形で、売買及び金融取引として取り扱うことで規

制を行っていた。それに伴い、通達発遣以前はすべて賃貸借として取り扱わ

れていたリース取引が徐々に範囲を狭め、現在では税法上のリース、いわゆ
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る会計上のファイナンス・リース取引はすべて売買及び金融取引の 2 つに区

分されている。

　しかし、税法上のリースに該当しない取引、すなわち会計上のオペレーテ

ィング・リース取引を利用した節税スキームは残っており、特にレバレッジ

ド・リース取引を用いたものが現在でも利用されている。Ⅱでは、日本型レ

バレッジド・リース取引が規制されて以降の、オペレーティング・リース取

引を用いた節税スキームについての分析を行う。

Ⅱ　日本型オペレーティング・リースの構造と税務上の課題

　Ⅰでは、節税効果を得るために使われてきたリース取引に係る歴代のスキ

ームとその対抗措置を、借手と貸手のスキームに分けて通時分析し、現行の

税制の設計とその不備を明らかにした。リースを用いた節税を抑制するため

に、通達や税制改正が行われ、リース取引に関する規制がかけられてきた状

態であるが、いまだリース取引を用いた節税の余地は残されていると言える。

　本章では、現状の税制で未対応のリース取引を明確にした上で、その節税

スキームの構造と、その節税効果について分析する。また、新基準による影

響も考察し、それを踏まえた上での税務対応について論じる。

⑴　現状の税制において未対応のリース取引

1.　会計上と税務上のリース取引の分類

　リース取引は会計上と税務上で分類の仕方が異なっている。会計上では、

リース取引をファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に

区分し、さらにファイナンス・リース取引を「所有権移転ファイナンス・リ

ース取引」と「所有権移転外ファイナンス・リース」に分類している（（公

社）リース事業協会2008、 5 頁）（図表 2 - 1 ）。現基準では、ファイナンス・

リース取引は通常の売買に係る方法に準じた会計処理に一本化されているた
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め、売買取引となる。また、オペレーティング・リース取引については賃貸

借取引として扱われる。

図表 2 - 1 　会計上のリース取引の分類

　税務上では、賃貸借取引のうち、一定の要件を満たす取引をリース取引と

定義し、さらに、リース取引を「所有権移転リース取引」と「所有権移転外

リース取引」に分類している（法法第64条の 2 ）（（公社）リース事業協会

2008、 5 頁）（図表 2 - 2 ）。

図表 2 - 2 　税務上のリース取引の分類

　ここで、税務上の「リース取引」について、Ⅰでも概観したとおり、かつ

ては賃貸借取引として扱われていた時代もあるが、通達や税制改正によって

次第に売買取引として扱われる範囲が拡大した。2007年の平成19年税制改正

出所：（公社）リース事業協会（2008）より引用。

出所：（公社）リース事業協会（2008）より引用。
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以降は、税務上の「リース取引」については賃貸借取引ではなくなり、売買

取引と金融取引によってのみ取り扱われることとなった（図表 2 - 3 ）。また、

税務上の「リース取引」に該当する場合は売買取引として扱うため、減価償

却費は借手が計上することになる。一方で、「リース取引以外の賃貸借取引」

（以下、「賃貸借取引」という。）については貸手が減価償却費を計上する。

図表 2 - 3 　税務上の「リース取引」の変遷

2.　会計上と税務上のフルペイアウト要件の相違点

　会計上と税務上のリース取引の分類では、売買取引に該当するものは、会

計上の「ファイナンス・リース」と税務上の「リース取引」であった。それ

では、会計上と税務上で売買取引に該当するための要件をそれぞれみてい

く。

　会計上において、ファイナンス・リース取引として判定される要件は、現

基準では解約不能のリース取引の要件（ノンキャンセラブル要件）とフルペ

イアウトのリース取引の要件の 2 つである（リース会計基準第 5 項）。フル

ペイアウトの具体的な要件として、次のいずれかに該当する場合にはファイ

出所：坂本（2024a）、スライド18枚目を一部修正。
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ナンス・リースとして判定される（現基準（適用指針）第 9 項）。

①　�現在価値基準（解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が見

積現金購入価額の概ね90％以上）

②　�経済的耐用年数基準（解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済

的耐用年数の概ね75％以上）

　次に、税務上において、リース取引として判定される上での要件は、中途

解約禁止12の要件（ノンキャンセラブル要件）とフルペイアウト要件の 2 つ

である。フルペイアウトの具体的な要件は、「賃借人が支払う賃借料の金額

の合計額がその資産の取得のために通常要する価額（当該資産を事業の用に

供するために要する費用の額を含む。）のおおむね100分の90に相当する金額

を超える場合」（法令131の 2 ②）と定められている。「事業の用に供するた

めに要する費用」として、リース取引に関連して賃借人が支出する付随費

用（賃貸資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等）が該当す

る。また、賃借人にリース期間終了の時又はリース期間の中途において、リ

ース資産を買いとる権利として購入選択権が与えられているリース取引につ

いては、その行使が確実であると認められる場合は当該購入選択権行使価額

を加算してフルペイアウトの判定を行うことが明らかにされている（法基通

12の 5 - 1 - 2 ⑴）。なお、税務上は、リース会計基準でいう「経済的耐用年数

基準」（リース期間がリース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上）はない13

（（公社）リース事業協会2010、 8 頁）。

　ここで、会計上と税務上のフルペイアウト要件を比較した時、会計上の現

在価値基準と税務上の要件とでは少し異なる部分がある。特に、会計上の

現在価値基準ではリース料総額を現在価値に割り引いた金額を用いるが、税

務上は賃借料の金額の合計額をそのまま用いている。したがって、会計上は

「現在価値ベース」で厳密に判定しているのに対し、税務上は「名目総額ベ

ース」で判定するため、税務上の方がフルペイアウト要件を満たしやすいこ

とになる。
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3.　会計上と税務上のリース取引の組み合わせ

　会計上では、リース取引について売買取引となるファイナンス・リース取

引と、賃貸借取引となるオペレーティング・リースが存在する。一方で、税

務上は、リース取引と賃貸借取引に区別され、リース取引は売買取引・金融

取引となっている。その結果として、会計と税務においてそれぞれ売買取引

と賃貸借取引の 2 つのパターンが存在し、会計上と税務上におけるフルペイ

アウト要件の違いを利用して組み合わせれば、リース取引の組み合わせは合

計で 4 通りの組み合わせになる（図表 2 - 4 参照）。この 4 通りの組み合わせ

の中で、現基準及び現行の税制で節税効果を得ることができるリース取引は

どれだろうか。

図表 2 - 4 　会計と税務におけるリース取引の組み合わせ

　①の組み合わせ（会計上の「ファイナンス・リース取引」と税務上の「リ

ース取引」）については、平成19年度税制改正によって税務上のリース取引

が売買取引・金融取引になったことにより、貸手は減価償却費を計上するこ

とができず、タックスメリットを得られなくなった。したがって、現在では

この組み合わせによる節税スキームは完全に規制されている。

出所：筆者作成。
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　②の組み合わせ（会計上の「ファイナンス・リース取引」と税務上の「賃

貸借取引」）については、フルペイアウトの要件において、会計上の要件よ

りも税務上の方が要件を満たしやすいため、会計上で売買取引ならば税務上

では必ず売買取引となる。ゆえに、②の組み合わせ（会計上の「ファイナン

ス・リース取引」と税務上の「賃貸借取引」）はそもそも現基準及び現行の

税制の中では成り立たないことになる。

　③の組み合わせ（会計上の「オペレーティング・リース取引」と税務上

の「リース取引」）と、④の組み合わせ（会計上の「オペレーティング・リ

ース取引」と税務上の「賃貸借取引」）について、現基準及び現行の税制の

中では、節税効果が完全に規制されていない。どちらの組み合わせも、節税

効果を生み出すスキームがいまだに残っている。③と④の組み合わせは、ど

ちらも会計上の「オペレーティング・リース取引」を利用することにより節

税効果を得ている。本稿ではいまだ残っている節税スキームについて、③の

組み合わせをシンセティック・リース（佐藤・角ヶ谷2009、205頁）、④の組

み合わせを日本型オペレーティング・リースと呼び、その節税スキームの構

造と、これに対する税務対応について分析する。シンセティック・リースの

詳細な分析はⅢで行い、本章では④のパターンである日本型オペレーティン

グ・リースに焦点を絞って論じる。

⑵　平成17年度税制改正以降の日本型オペレーティング・リース

1.　日本型オペレーティング・リースの背景

　平成17年度税制改正により、税務上組合事業から分配される損失について

は、調整出資金の金額（原則として当初出資金の金額）を超える損金算入が

認められなくなった（措法67の12）。また、2007年に発表された現基準によ

り、ファイナンス・リース取引については売買取引に一本化され、借手側は

原則として資産計上・減価償却が義務づけられた14。また、これらの規制を

受けて、貸手側はファイナンス・リースでの賃貸借処理が不可能となった
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（淵野2019、214頁）。しかし、その一方で、企業会計上のオペレーティング・

リースをベースとするレバレッジド・リース取引には特段の規制がなく、そ

れゆえ匿名組合や任意組合を用いた大規模な節税スキームが次々と組成され

た。そのため、貸手側は一定の条件を満たす場合、オペレーティング・リー

スとして賃貸借処理が可能であり、引き続き資産計上を行い、減価償却によ

って損出しが可能となった。

　続いて、現行の日本型オペレーティング・リースでは、どの様に節税スキ

ームを構築しているのか、具体例を交えて考察する。

2.　日本型オペレーティング・リースのスキーム構造

①　JOLとJOLCO

　日本型オペレーティング・リースのシンプルなスキームとして、まず

Japanese Operating Lease（以下、「JOL」という。）が挙げられる。一般的

には航空会社・海運会社向けの航空機・船舶などのリース取引がある。企業

は通常の事業を営む上で、突発的に利益が出ることがあるが、その場合、益

金が大きくなる分課税の負担も大きくなる。このような大きな利益が出た場

合に、JOLのスキームを用いて節税に活用することができるのである。

　スキーム全体の流れとしては、①貸手である「営業者」は特別目的会社

（以下、「Special Purpose Company （SPC）」という。）を設立してリース事

業を行い、「投資家」からの出資金と金融機関からの借入金でリース物件を

購入し、借手である「賃借人」へリースする。次に、②リース期間中のリー

ス料とリース期間満了後のリース物件売却代金から、借入金返済と諸費用支

払い後の残余金が投資家への出資金返戻と利益の分配に充当される。そし

て、③リース事業の損益（営業者の損益）は出資持分に応じて、投資家に分

配される（米田2006、163頁）。この一連の流れを図に表したものが以下の図

表 2 - 5 である。
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図表 2 - 5 　JOLの流れ

　航空機リースでは、航空会社は「賃借人」に該当し、リース会社は「営業

者」に該当する。ここで、航空機を所有するためには多額の資金が必要とな

るため、金融機関からの借り入れや投資家からの出資を必要とする。オペレ

ーティング・リース取引では、所有権は貸手である営業者に帰属するため、

投資家は営業者に匿名組合契約に基づく出資をすることにより、航空機を一

部所有することが可能である。これにより、営業者がリース料金で得た利益

の一部と、損失の一部が投資家へ分配されることとなる。営業者は出資額を

上限として物件の購入代金を減価償却費で損金計上できるため、この分だけ

損失が出ることになる。また、定率法を用いて初年度に多くの減価償却費を

計上することで、リース期間の前半が赤字、後半が黒字といった状況とな

り、課税の繰延べをすることが可能である（新日本監査法人2008、216頁）。

平成17年度税制改正により、税務上の損失累計額は出資金の額を限度額と

し、それ以上の損金算入は認められなくなった（措法67の12）ことで、節税

効果は減少したが、投資家は分配されるリース事業の損益を本業の決算と合

出所：米田2006より筆者一部修正。
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算することで利益を平準化するといった節税効果はいまだ残っている。

　JOLに加えて、賃借人に購入選択権が付与されているものがJOL with 

Call Option（以下、「JOLCO」という。）である。貸手である営業者は、リ

ース終了後に物件売却収入が入るため、投資家はその一部を利益として受け

とることができる。JOLでは購入選択権がない分リース期間終了後に物件を

中古市場で売却する分の資金回収リスクが伴う一方で、JOLCOでは賃借人

に購入選択権が与えられているため、リース物件の売却価格によって投下資

金を回収できないといった残価リスクは少なくなる。物件売却収入はリース

終了後に計上されるため、課税の繰延効果が期待できる（三菱HCキャピタ

ル2024）。購入選択権と、その他の収支を表したのが以下の図表 2 - 6 である。

図表 2 - 6 　JOLCOでの営業者の収支イメージ

出所：三菱HCキャピタル「日本型オペレーティング・リース」より筆者一部修正。
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②　�少額の物件を対象とした日本型オペレーティング・リース（スモール

JOL）

　航空機や船舶といった高額な物件を対象とするJOL・JOLCOでは、匿

名組合投資を行う投資家の出資額も高額なものが多い。しかし、JOL・

JOLCOの中には少額の物件（数億円以下）を対象としてリースを行うこと

で投資家の出資下限額を下げた商品（以下、「スモールJOL」という。）も存

在する。スモールJOLで取り扱う物件としてはコンテナやトラック、中小

型航空機・ヘリコプター等のゼネラルアビエーション15（以下、「GA」とい

う。）がある。これらの物件は航空機や船舶に比べて法定耐用年数が短く、

リース期間も 3 - 7 年ほどと比較的短いことも特徴である。また、案件によ

っても異なるが、トラックのリースは国内で行われるものが多く、為替リス

クがないものも販売されている（SBIリーシングサービス2024）。節税スキ

ームとして、スモールJOLでは通常のJOL・JOLCOと同様に匿名組合投資を

利用したスキームであるが、出資額が小規模である分、損金として計上され

る減価償却費も比較的に小さくなる。

③　直接保有型の日本型オペレーティング・リース

　匿名組合出資を用いる通常のJOL・JOLCOに対して、直接保有型の日本

型オペレーティング・リース（以下、「直接保有型JOL」という。）では法人

自身・個人自身で資産を直接保有し、リースをするスキームをとる。通常の

匿名組合投資では、法人での出資の場合は節税効果を得られるが、個人での

出資の場合は所得税法及び施行令によって損益通算に制限がかけられている

（所法69②）。一方で、直接保有型JOLでは個人での出資をした場合でも法律

上の制限がかけられていないため、個人出資による節税スキームを構築する

ことも可能である。

　直接投資型でのスキームは、①セール・アンド・リースバック取引をリ

ース会社（売手である借手）と投資家（買手である貸手）の間で行い、②
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リース会社は賃貸した物件を利用者にリースする。利用者がリース会社に

支払ったリース料を、③所有権を有する投資家が受け取る。また、投資家は

リース収入だけでなく、費用である減価償却費も計上される（TAKA NET 

SERVICE 2025）。このスキームをまとめたのが以下の図表 2 - 7 である。

図表 2 - 7 　直接投資型JOLのスキーム

　直接保有型JOLでリースの対象となる物件は、トラックやGAといった小

規模かつ多様な用途で利用されるものが多い。また、直接保有型JOLでは匿

名組合投資型よりも、短いリース期間でスキームを組むことによって、初年

度の損金計上率が高くなるといった特徴がある。損金計上率は減価償却期間

が短いほど大きくなるため機体によって異なるが、ヘリコプターやプロペラ

機の場合、減価償却期間は新品の場合で 5 年16、中古機の場合 1 ～ 2 年17で

あるため、中古機を購入すれば最短で初年度にすべての減価償却費を計上す

ることが可能となる（図表 2 - 8 参照）。

出所：TAKA NET SERVICE（2025）を元に筆者作成。
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図表 2 - 8 　直接保有型JOLのスキーム（リース期間 3年の場合）

　ここまでで調査した日本型オペレーティング・リースの各種スキームを比

較すると図表 2 - 9 のようになる。

図表 2 - 9 　各種スキームごとの比較

出所：筆者作成。

出所：日本型オペレーティング・リースを販売する企業（図表 2 - 9 ）のデータを元に筆者作成。
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⑶　日本型オペレーティング・リースの節税効果

1.　主要企業による実例と価格帯

　日本型オペレーティング・リースを取り扱う企業の規模や、その価格帯に

ついて調査する。日本型オペレーティング・リースを取り扱った市場には、

SBIリーシングサービスのほか、芙蓉総合リース、三菱HCキャピタル、三

井住友トラスト・パナソニックファイナンス、東京センチュリー、JA三井

リースなどの有力企業が参入している。例えば、三菱HCキャピタルでは、

船舶・貨物機等を対象とした100億円規模の案件を提供し（三菱HCキャピタ

ル株式会社2023）、芙蓉総合リースでは匿名組合型と直接保有型の双方に対

応している（芙蓉総合リース株式会社2024）。これらの企業は、税制改正や

会計基準の変更後も、節税メリットやキャッシュ・フロー平準化を武器に、

JOL・JOLCOの再設計・適正化を進め、顧客企業の業種や利益状況に応じ

た個別対応を強化している。特に2020年代に入ってからは、航空業界以外に

も製造業やエネルギー業界での適用も広がっている。

　1990年代以降、日本型オペレーティング・リースは日本において主に法人

顧客を対象とした節税型投資商品として発展してきた。税制改正や会計基準

の見直しが進む中にあっても、航空機・船舶・コンテナといった特定の資産

領域では、なおその実務的なスキームが維持されており、現在も広く利用さ

れている。インターネット上で調べるだけでも12社がJOL・JOLCOを販売

していることが確認できる。販売している企業をまとめたものが図表 2 -10

のスキーム販売企業一覧である。

　日本型オペレーティング・リースを商品として販売する企業の代表とし

て、SBIリーシングサービス株式会社が挙げられる。同社は2024年 3 月時

点で9,000億円超のJOL/JOLCO案件を組成し、累計販売額は2,700億円以上、

延べ投資家数は2,800社超に達している（SBIリーシングサービス株式会社　

2024）。SBIリーシングサービス株式会社は、欧米の航空会社向けに「Airbus 

A350-900」「Boeing 787-10」等の案件を提供し、 1 件あたりの規模は50〜70
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億円程度である。海運分野では、LNG船のJOLCO案件（リース期間10年）

や、コンテナ船リースも含まれている。航空機の場合、最低出資額は約300

万米ドル相当であり、中堅企業でも参入が可能なスキーム設計である（SBI

リーシングサービス株式会社2024）。

　JOL・JOLCOは、上場企業だけでなく、医療法人や学校法人といった非

営利法人も含め、多様な業種において導入されている。特に年度末に大きな

利益が出た企業が、課税繰延の手段として活用する傾向にあり、ドクターヘ

リ運航事業など公益性の高い用途でも採用例がある。SBILSでは、2024年 3

月時点で同社が取引した法人顧客は2,800社を超えている（SBIリーシングサ

ービス株式会社2024）。また、金融商品仲介業者や地方銀行との提携により、

地方中小企業にも広く普及している。
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2.　日本型オペレーティング・リースの節税効果シミュレーション

　インターネットで調べるだけでも、数多くのリース会社が日本型オペレー

ティング・リースを取り扱っていることが窺えた（図表 2 -10）。では具体的

に日本型オペレーティング・リースを用いたスキームでどれだけの節税効果

を生み出せるのか、数値例18を用いて検討する。

設例①　航空機のJOLCO

＜前提条件＞

・対象物件：航空機（5.7トン以下の小型旅客機）

・投資形態：匿名組合出資

・投資家出資額： 1 億円

・リース期間：10年

・対象物件の法定耐用年数： 5 年19

・�償却方法：200%定率法（40%）改定焼却率（50%）保証率（10.8%）（国税

庁償却率）

・年間リース収入：500万円

・物件売却収入：5,000万円

図表 2 -11　通常JOLCO 10年間のシミュレーション�
（単位：千円）

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10年目 合計

物件売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000

リース収入 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 50,000

減価償却費 40,000 24,000 14,400 10,800 10,800 0 0 0 0 0 100,000

税引前利益 －35,000 －19,000 －9,400 －5,800 －5,800 5,000 5,000 5,000 5,000 55,000 0

出所：筆者作成。
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図表 2 -12　収支グラフ

設例②　コンテナのJOL（スモールJOL）

＜前提条件＞

・対象物件：コンテナ

・投資形態：匿名組合出資

・投資家出資額：100万円

・リース期間：10年

・対象物件の法定耐用年数： 7 年

・�償却方法：200%定率法（28.6%）改定焼却率（33.4%）保証率（8.68%）

（国税庁償却率）

・年間リース収入：10万円

・物件売却収入：なし（購入選択権なし）

出所：筆者作成。

初年度損金率40%
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図表 2 -13　10年間のシミュレーション�
（単位：千円）

図表 2 -14　収支グラフ

設例③　ドクターヘリ（中古機）の直接保有型JOL

＜前提条件＞

・対象物件：ドクターヘリ（中古機）

・投資形態：直接保有型JOL

・投資家出資額：500万円

・リース期間： 4 年

・対象物件の法定耐用年数： 1 年（中古機）

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10年目 合計

リース収入 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,000

減価償却費 286 204 145 104 87 87 87 0 0 0 1,000

税引前利益 －186 －104 －45 －4 13 13 13 100 100 100 0

出所：筆者作成。

出所：筆者作成。
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・償却方法：200%定率法（100%）（国税庁償却率）

・年間リース収入：40万円

・物件売却収入：340万円

図表 2 -15　 4 年間のシミュレーション�
（単位：千円）

図表 2 -16　収支グラフ

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 合計
リース収入 400 400 400 3,800 5,000
減価償却費 5,000 0 0 0 5,000
税引前利益 －4,600 400 400 3,800 0

出所：筆者作成。

出所：筆者作成。

初年度損金率100%
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⑷　日本型オペレーティング・リースに対する抑止力

　これまで様々な税務対応によって、日本型オペレーティング・リースは規

制されてきたが、前述したとおり当該スキームを利用した節税商品はまだ残

っているのが現状である。

1.　日本型オペレーティング・リースが規制しきれていない理由

　日本型オペレーティング・リースによる節税効果は営業者、投資家にとっ

ては課税の繰延べが可能であるが、課税庁の立場からは、税金を十分に徴収

できていないということで、租税の公平性や中立性を損ねる大きな問題とな

っている。このような背景がある中で、現行制度上では日本型オペレーティ

ング・リースが規制しきれていない理由について考察する。

①　TKスキームが合法であること

　投資家が匿名組合で出資し、損益を分配するというリースの仕方はTKス

キームと呼ばれている（国土交通省2015、 8 頁）。匿名組合での契約は商法

第535条に定められた契約形態の一つであるため日本では合法な契約となり、

このスキーム自体を規制する法制度は現在の日本にはないということにな

る。匿名組合では多数の投資家が参加するため、多額の損失が出るといった

リスクを防ぐことができるメリットがある。

　「匿名組合契約による組合員の所得」に関しては、国税庁の法令解釈通達

において明記されている20。また、営業者が匿名組合員に分配する利益の額

は、当該営業者の当該組合事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入

する（所基通36・37共―21の 2 ）（国税庁）。

②　貸手が資産の所有者となること

　法人税法では、資産の減価償却は原則として「資産の所有者」に認められ

るため、たとえ経済的には借手が実質的に資産をコントロールしていても、
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法的所有者が貸手である限り、減価償却は貸手が行うというルールが存在す

る（法令第54条）。したがって、経済的実態を考えると「借手が資産取得」

とみなされる取引であっても、税務上では「法的所有者」が最優先されるた

め、貸手側が資産の所有者となるのである。これにより、オペレーティン

グ・リースによる賃貸借処理を使った節税スキームが可能となっている。

2.　新基準による影響（日本型オペレーティング・リース）

　日本型オペレーティング・リースは、貸手が所有権をもつことで、資産の

減価償却費を損金として計上し、課税の繰延べを行う節税スキームである。

では、新基準が導入されることで、その節税効果に影響は出るのだろうか。

新基準では、会計処理として借手はすべてのリース取引において使用権資

産・リース負債が計上される（以下、「オンバランス」という。）21ことにな

る（新基準第33項）ため、日本型オペレーティング・リースは少なからず影

響を受けると思われる。具体的にどの様な影響があるのかを考察する。

　まず貸手については、新基準導入後もファイナンス・リースとオペレーテ

ィング・リースの分類は引き続き残されている。また、税務上の取扱いは変

わらないため、税務上の「賃貸借取引」であれば、貸手は引き続き減価償却

費を損金として計上することができる。したがって、貸手は新基準による大

きな影響は受けないと考えられる。

　新基準において最も大きな影響は、借手において、オペレーティング・リ

ース取引についてオンバランスされるということである。これにより、借手

は従来期待していたオンバランスの回避（以下、「オフバランス」という。）

ができなくなり、その分財務指標も悪化する可能性がある。特に、日本型オ

ペレーティング・リースの賃借人としての代表格である航空会社は大きな影

響を受けるであろう。

　また、借手は従来のオペレーティング・リース取引では支払リース料のみ

を計上していたが、新基準によってオンバランスされた資産の使用分を減価
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償却費として計上することになる。さらに、借手は会計上では減価償却費を

計上するが、税務上の損金を計算する際には損金不算入となる22。ここで、

借手は税務申告の際に、リースで発生した費用を、損金に算入される「使用

料」と損金不算入である「減価償却費」とで区別するという新たな手間を要

する。

　新基準導入後の日本型オペレーティング・リースにおいて、影響を受ける

のは特に借手であり、「オンバランスによる財務指標の悪化」・「税務申告で

の手間」といった 2 つの負担がかかるようになる。この負担は少なからず日

本型オペレーティング・リースの需要の低下を招くと考えられる。新基準は

税務上の効果を考慮して作成されたものではないだろうが、皮肉にも節税ス

キームとしての日本型オペレーティング・リースを抑制する働きをもってい

る。

⑸　小括

　本章において、日本型オペレーティング・リースの構造分析とその節税効

果、税務対応についての考察を行った。

　まず、会計上と税務上のリース取引の分類には異なる点が存在し、それに

よりリース取引は 4 通りの組み合わせが考えられた。ここで、日本型オペレ

ーティング・リースが会計上の「オペレーティング・リース取引」と税務上

の「賃貸借取引」に該当するリースの組み合わせであることを示した。

　日本型オペレーティング・リースはレバレッジド・リースを利用した節税

スキームであるが、その節税効果は平成17年度税制改正によって大きく規制

を受けた。しかし、その規制後においても、適正に組成された日本型オペレ

ーティング・リースのスキームはいまだに残っている。また、現在のスキー

ムは投資家のニーズに合わせて様々な形態を持ち、匿名組合投資を使った通

常のJOL/JOLCOの他に、少額の出資から参加可能なスモールJOL、直接保

有型のスキームによって個人でも参加可能で初年度の損金率が高い直接保有
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型JOLが存在した。

　また、インターネット上で調べるだけでも、様々な日本型オペレーティン

グ・リースが節税商品として販売され、主要なリース会社は大きな売上を出

していた。また、それぞれのスキームには「利益の繰延べ」という節税効果

があることがみて取れた。

　節税商品とは課税庁にとっては望ましくないだろうが、それでもなお、い

まだに日本型オペレーティング・リースが残っている理由として、「TKスキ

ームが合法であること」、「税法上の賃貸借取引では貸手が減価償却費を計上

できること」の 2 つが考えられる。これについて、経済的実態が考慮された

処理として妥当であるのかを判断した上で税務上の損金として算入されるよ

うな税制改正が必要であるように思える。

　また、新基準の導入は日本型オペレーティング・リースの税務上の抑止効

果を持たせるために設計されたものではないが、借手における負担の増加が

少なからず節税スキームの抑制に働くと考えられる。

Ⅲ　新リース会計基準への税務対応

　Ⅱでは会計上賃貸借取引、税務上賃貸借取引として処理する日本型オペレ

ーティング・リース取引を使った節税について見てきた。本章では、会計上

賃貸借取引、税務上売買取引として処理し、借手が節税効果を得ることがで

きるシンセティック・リースに焦点を当てていく（図表 3 - 1 参照）。新基準の

適用により、賃貸借取引であっても、会計上借手はオンバランスすることと

なったが、従来、オフバランスのメリットを受けるために賃貸借取引として

処理していたシンセティック・リースに与える影響には、どんなものがある

のだろうか。シンセティック・リースの定義、セール・アンド・リースバッ

ク取引との関係について詳しく見ていき、この影響について考察していく。
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図表 3 - 1 　会計と税務におけるリース取引の組み合わせ

⑴　新リース会計基準におけるシンセティック・リース取引

1.　シンセティック・リース取引の定義

　シンセティック・リースとは、もっぱら借手のニーズに合わせて設計・

開発されたもので、1990年代にアメリカで広く普及した商品であり（加藤

2007、141頁）、会計と税務のフルペイアウトの要件が異なっていることを利

用し、会計上賃貸借取引として処理し、税務上売買取引として処理すること

で成り立つスキームである。シンセティック・リースが普及した米国では、

5 つのファイナンス・リース取引として分類するための要件があり、日本基

準と比較すると異なっていることが窺える23。

　日本基準での会計上ファイナンス・リース取引を満たすための要件には、

現在価値基準（90%基準）と経済的耐用年数基準（75％基準）があり、いず

れか該当する場合はファイナンス・リース取引に分類されることとなる（適

用指針16号 9 項）。つまり、米国においてのシンセティック・リース取引を

日本で準用するのであれば、日本基準のフルペイアウトの要件を外す必要が

出所：筆者作成。
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あり、「日本型」としてスキームを組む必要があると言える。これを、「日本

型シンセティック・リース」と定義づける。

　次に、この日本型シンセティック・リースを組むにはどのようにして会計

と税務の要件をどのように調整すべきかについて検討していく。会計上ファ

イナンス・リース取引として分類するための要件は前述のとおりだが、税務

上のフルペイアウトの要件としては現在価値基準のみとなっている。そし

て、会計上と税務上の現在価値基準については要件が少し異なっており、会

計上では「リース料総額の現在価値が見積現金購入価額の概ね90%以上」で

あるのに対し、税務上では「賃借人が支払う賃借料の合計額がその資産のた

めに通常要する価額の90%に相当する額を超える場合」（図表 3 - 2 参照）と

なっている。ここで重要なのは、税務上の方がフルペイアウトの要件が緩

く、満たしやすいということである。具体的には、会計上はリース料を割り

引いた現在価値を使用するため、見積現金購入価額を満たしづらいが、税務

上はリース料総額で考えるため、比較的満たしやすい（図表 3 - 3 参照）。
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図表 3 - 2 　会計と税務における判定基準（上記が会計、下記が税務）

出所：筆者作成。
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図表 3 - 3 　フルペイアウトの要件が異なることに関する例

2.　セール・アンド・リースバック取引が必要な理由

　リース取引において、ファイナンス・リース取引に該当する場合、売買取

引として処理されるため、借手が当該資産をオンバランスすることとなる。

資産をオンバランスするということは、その資産の減価償却費を計上するこ

とができ、支払リース料と併せて税務上損金算入することが可能である。し

かし、借手としては、ROA等の財務指標を鑑みるとオンバランスは避ける

べきである。そこで、この日本型シンセティック・リースを利用することに

よって会計上オンバランスすることを避けつつ、税務上減価償却費と支払リ

ース料の損金算入という便益を受けることができる24。つまり、借手側がイ

ンセンティブを受けるためのスキームであるといえる（図表 3 - 4 参照）。

出所：筆者作成。
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図表 3 - 4 　セール・アンド・リースバック取引なしの場合

　ただし、この場合だと本来節税効果を受けることを目的とする貸手側にメ

リットがない。しかし、セール・アンド・リースバック取引25を使用するこ

とにより、資産の原所有者が借手となり、節税効果を受ける本人となること

ができる。

　例えば、セール・アンド・リースバック取引を使わず、単なるリース取引

として日本型シンセティック・リースを組むと、借手に会計上オフバラン

ス、税務上節税効果のメリットを受けることになり、資産の原所有者である

貸手にメリットがない。しかし、ここにセール・アンド・リースバック取引

を使うと、売手である借手に減価償却費、支払利息の節税効果をもたらすイ

ンセンティブがある一方、買手である貸手にはその分リース料を多く受け取

れるというメリットがある。これにより、資産の原所有者にインセンティブ

を帰属させることができ、日本型シンセティック・リースとして成り立たせ

ることができる。ただし、買手である貸手はリース料を多く受け取った分、

課税されてしまうため、赤字企業などが考えられる（図表 3 - 5 参照）。

出所：筆者作成。



リース取引とタックス・インセンティブ ―日本型オペレーティング・リースとシンセティック・リースの視点から―　 169

図表 3 - 5 　セール・アンド・リースバック取引ありの場合

3.　新基準による日本型シンセティック・リース取引への影響

　日本型シンセティック・リースは、セール・アンド・リースバック取引

を使用したSPCを介した不動産証券化のスキームなどで用いられるが（図表

3 - 6 参照）、新基準によりオペレーティング・リース取引であっても使用権

資産としてオンバランスすることとなったため、財務指標の観点から資産・

負債の両建てで増加することにより、ROA等の財務指標に大きなインパク

トをもたらし、財務上のオフバランス化というメリットは消滅することとな

った（林2023、24-25頁）。

出所：筆者作成。
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図表 3 - 6 　不動産証券化のスキーム

　そのため、従来のように日本型シンセティック・リースを利用すると、会

計上賃貸借取引であっても、使用権資産としてオンバランスするため、オフ

バランスできるという会計上のメリットを受けることができない。また、フ

ルペイアウトの要件を満たし、売買取引として処理することとなっても、借

手には原資産とその減価償却費が計上される。つまり、どちらの処理を適用

しようとも同じ結果となり、その中であえて日本型シンセティック・リース

を選択する理由がなくなったと言える（図表 3 - 7 参照）。図表 3 - 1 でいうと

ころの、①と③の部分における会計上の便益が一致する。26

出所：筆者作成。
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図表 3 - 7 　新基準のセール・アンド・リースバック取引

⑵　小括

　本章では、日本型シンセティック・リースとセール・アンド・リースバッ

ク取引の関係、そして新基準による影響について見た。新基準の導入によ

り、借手がオンバランスされるため、会計上賃貸借取引、売買取引のどちら

を選択しても形式が異なるだけであり、実態としては同じであるため、日本

型シンセティック・リースが実質的になくなるのではないかと結論づけた。

結びに代えて

　新基準により、借手がオンバランスすることとなり、会計上の賃貸借取引

として処理するメリットがなくなった。そのため、節税効果をもたらす日本

型オペレーティング・リース取引、日本型シンセティック・リースの全く異

なる二つのスキームの規制が、皮肉にも意図せず行われたこととなった。一

見、新基準の適用によって、節税効果を弱めることができ、スキームの適用

が減るというメリットしか無いように思われるが、その裏には、会計と税務

出所：筆者作成。
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の処理の違いによるデメリットも含んでいる。というのも、現行税制を所与

とした場合、会計と税務の処理において齟齬が生じている、つまり乖離して

いる状態となる。しかし、これまでのリース取引において、昭和53年通達、

平成19年度税制改正によって会計と税務は調和してきた。この流れを踏襲す

れば、多くの調整項目が発生し、税務対応が求められると考えられる。

　例えば、日本型シンセティック・リースにはセール・アンド・リースバッ

ク取引が使われることは本章でも述べたが、新基準においてセール・アン

ド・リースバック取引についての新たな要件が 3 つ設けられることとなった

（巻末資料 3 参照）。そのため、 1 つ目と 2 つ目の差異については会計と税務

の処理に齟齬が生じるものとなり、 3 つ目に関しては税務上賃貸借取引とし

て処理することが明記されたことによって、申告調整が必要となった。この

ような問題について、「結び」では、それらの要件の違いと、起こりうる齟

齬について述べ、この論文の締めくくりとする。

　 1 つ目が、「資産が同一でない場合と借手が支配を獲得しない場合」であ

る（巻末資料 1 ⑴参照）。資産が同一でない場合とは、セールされる資産が

仕掛中のものである場合のことをいい（適用指針BC87項）、借手が支配を獲

得しない場合とは、売手である借手が原資産を移転する前に原資産に対する

支配を獲得しない場合、当該資産の移転と関連するリースバックについて

は、セール・アンド・リースバック取引に該当せず、リースとして会計処理

を行うことである（適用指針54項）。この場合、たとえフルペイアウトの要

件を満たすセール・アンド・リースバック取引であったとしても、会計上売

買取引として処理することとなるが、税務上は現行どおり金融取引として処

理することとなるため、齟齬が生じることとなる。

　 2 つ目が、「金融取引の判定」である（巻末資料 2 ⑵参照）。セール・アン

ド・リースバック取引に該当した場合に「売手である借手による資産の譲渡

が損益を認識する売却に該当しない」、「リースバックがファイナンス・リー

ス取引に該当する場合」の二つの要件を満たす場合、金融取引として会計
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処理することが定められた（適用指針第55項）。従来の会計処理にはこのよ

うな規定はなく、新基準によって新たに定められたものになるが、これによ

り、税務上の金融取引の範囲と齟齬が生じることとなり、それぞれ「会計上

売買取引、税務上金融取引」、「会計上金融取引、税務上売買取引」の 2 つの

齟齬が生じた処理が考えられる。

　 3 つ目が「資産の譲渡対価が明らかに時価ではない場合又は借手のリース

料が明らかに市場レートではない取扱いについて」である（巻末資料 1 ⑶、

巻末資料 2 参照）。資産の譲渡対価が明らかに時価、市場レートを下回る場

合、その時価、市場レートとの差額は使用権資産として計上し、資産の譲渡

対価が明らかに時価、市場レートを上回る場合、譲渡対価を時価まで引き戻

し、支払リース料を市場レートまで引き上げ金融取引として処理することと

なった（適用指針第57項）。一方、税務上では、譲渡対価が時価より著しく

低い場合は、資産の譲渡対価と時価の差額を寄附金として処理すると規定さ

れている。そして、高額譲渡に関しては明確な法律上の規定は置かれていな

いが、上記の低額譲渡と同様に取引を時価で認識し、時価と譲渡対価の差額

を受贈益として扱うこととされている。

　よって上記から窺えるとおり、本規定における会計上と税務上との取扱い

で齟齬が生じている。これにより課税上の問題が生ずると考えられる。具体

的には「法人が各事業の年度にオペレーティング・リース取引によりその取

引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基

づきその法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した

部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する。（財務省

2024）」と規定されており、従来は支払リース料として税務上損金として認

められていたリースバック部分が、新基準においてはオンバランスにより使

用権資産の償却費として税務上損金の算入が否認されると考えられる。つま

り、新基準においては本規定が定められたことにより、税務上、税務申告に

よる対応が必要になると考えられる。



174

　以上のように、新基準の規定によって節税効果を弱める一方、会計と税務

の齟齬による問題が生じるといえる。この問題に対し、昭和53年通達、平成

19年度税制改正と同じように調和するような税務対応がなされるのか、ある

いは現行税制を所与とし、この乖離した状態が続くのか、今後の税務対応に

ついて注目したい。

【脚　　注】
1 　まず会計領域において、オペレーティング・リースの使用権及びリース負債等のオンバ
ランス化及び減価償却費・支払利息の計上による計上時期の変更等により、現基準に則っ
た場合と比べて財務諸表数値が変動し、財務指標全般に影響が生じると指摘されている

（宗延2025、14-17頁）。次に業務管理の面において、業務プロセスや契約管理方法、シス
テム等への影響が懸念されている（新島・本田・井上・岡田2025、22-32頁）。これは、現
基準で簡便的な処理が行われてきたオペレーティング・リースが、新基準によりファイナ
ンス・リース取引と同等の処理が要求され、その結果として管理対象資産が大きく増加し
たことが要因である（田中2025、91-93頁）。

2 　本稿執筆時現在（2025年 5 月15日時点）において、残価保障が含まれているあのリース
定額法による減価償却の計算において、改正後は残価保証額の控除が認められるなど、少
しずつ改正の内容が明らかとなってきている（本多・落合・平井 2025、90-94頁）。

3 　坂本（2024b、27項）も同様の指摘をしている。
4 　日本型シンセティック・リースとは、アメリカで利用されているシンセティック・リース
を日本の法体系に合致するように修正されたリース取引を指す。詳しくはⅢにて後述する。

5 　Ⅲにて詳しく後述する。
6 　その意味で、同じくリース取引を取りあげてはいるものの、坂本ゼミナール（2025）と
は全く異なる論文である。

7 　1956（昭和31）年には、車両製造会社が日本国有鉄道に対し、一定数量の車両を賃貸し
つつ、 5 年以内に均等に譲渡する契約について、個別通達（昭和31年12月 6 日直法 1 -193

「車りょう会社が日本国有鉄道に賃貸する車りょうの売買損益の計上について」）により法
人税法上の実質的な売買取引と認定された。また、1962（昭和37）年には、電鉄会社等が
信託会社から車両を賃貸し、その後未償却残高で取得する契約について、個別通達（昭和
37年 6 月19日直審（法） 3 「信託車りょう等に関する法人税の取扱いについて」）により、
1966（昭和41）年には、法定耐用年数を下回る期間でプロパンガス用機器を賃貸し、賃貸
終了後に取得原価の10分の 1 で譲渡する予約を伴う契約について、個別通達（昭和41年12
月26日直審（法）104「資産を譲渡条件付で賃貸した場合等の法人税の取扱い」）により、
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それぞれ法人税法上の実質的な売買取引と認定する通達が発遣されている。
8 　レバレッジ（Leverage）とはテコの意味である。通常企業は金利コストにより高い収
益を獲得可能であれば、借入れを行って事業を実施する。このように他人資本をテコにし
て自己資本利益率を高めるのをレバレッジド効果といい、これをリースに応用したのがレ
バレッジド・リースである（新日本有限監査法人2008、216頁）。

9 　リース期間の終了の時又はその中途においてリース資産を著しく有利な価額で買いとる
権利が与えられているもの。

10　現行法で、税法上のリース取引はすべて売買及び金融取引に区分されたため、国外リー
ス資産定額法は廃止されることとなった。

11　この問題は海外ユーザーとの取引に限らず、国内の取引においても同様に発生し得る問
題であったが、その手当は行われず、疑問が残るところである（朝長・大塚・新沼・池田
2012、73頁）。

12　ノンキャンセラブル要件について、会計上は、「原則的に解約不能」と「実質的に解約
不能」の 2 つがあるが、税務上のノンキャンセラブル要件はその両方を含んでいるため、
会計上の取扱いと税務上の取扱いに重要な相違はない（加藤2007、130頁）。

13　税務上の「フルペイアウト要件」において経済的耐用年数基準は存在しないが、所有権移
転外リース取引の判定では経済的耐用年数を用いることがある（法基通 7 - 6 の 2 - 5 ）。ここ
でいう「税務上は経済的耐用年数基準がない」とはフルペイアウト要件に限った話である。

14　2007年、平成19年度改正により、所有権移転外ファイナンス・リース取引について容認
していた賃貸借処理は許されないこととなり、経済的実態を反映した処理を行うために、
借手はリース資産及びリース債務を貸借対照表に計上しなければならなくなった（野口
2010、182頁）。

15　ゼネラルアビエーションとは、定期航空便以外のすべての航空活動のこと。例えば、プ
ライベートジェット、ビジネスジェット、ドクターヘリ等が挙げられる。

16　東京都主税局の法定耐用年数を参照。
17　国税庁、「中古資産の耐用年数」を参照（耐令 3 、耐通 1 - 5 - 1 ～ 4 ）。
18　ここでの数値例は、実際にインターネット上で日本型オペレーティング・リースを販売

する企業（図表 2 -10）の複数のデータを元に筆者が仮定した数値を使っている。特に、
出資額・リース期間は実際に販売されているもののデータを参考にしている。

19　航空機等の法定耐用年数は、5.7トン以下のもので 5 年となっている（減価償却資産の
耐用年数等に関する省令（別表第一　機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数
表）より）。

20　具体的には、匿名組合契約を締結する者で当該匿名組合契約に基づいて出資をする者が
当該匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配は雑所得となる。ただし、匿名組
合員が当該匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業に係る重要な業務執行の決定を行な
っているなど組合事業を営業者と共に経営していると認められる場合には、当該匿名組合
員が当該営業者から受ける利益の分配は、当該営業者の営業の内容に従い、事業所得又は
そのほかの各種所得とする（所基通36・37共―21）。
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21　借手は、リース開始日に、第34項（新基準）に従い算定された額によりリース負債を計
上する。また、当該リース負債にリース開始日までに支払った借手のリース料、付随費用
及び資産除去債務に対応する除去費用を加算し、受け取ったリース・インセンティブを控
除した額により使用権資産を計上する（新基準第33項）。

22　新基準導入後も、税務上の取扱いは変わらないため、税務上の「賃貸借取引」での減価
償却費を計上するのは貸手となる。

23　FASB （Accounting Standards Codification（米国財務会計基準審議会（FASB）によ
る会計基準のコード化体系）のTopic 842「リース」）においてはリースバックが次の⑴か
ら⑸のいずれかを満たす場合、当該リースバックはファイナンス・リースに分類される。
⑴リースにより、リース期間終了までに借手に原資産の所有権が移転される。⑵リースに
より、借手が合理的に確実に行使する原資産の購入オプションが借手に付与される。⑶リ
ース期間が原資産の残余の経済的耐用年数の大部分である。⑷リース料総額の現在価値と
リース料に反映されていない借手による残余価値保証額の合計が、原資産の公正価値のほ
とんどすべてと同額又はそれを超過する。⑸原資産が、リース期間終了時に、貸手の代替
的な使用が予定されていない特殊な性質のものである（適用指針案BC92）。

24　税務上は対象物件の増減を行わず、ローン取引として処理を行うだけであるため、借手
はリース物件所有者として減価償却費や支払利息の損金算入といった節税効果を享受でき
る一方、会計上は、オペレーティング・リース取引として認識し、オフバランスすること
が可能となるものである（佐藤、角ヶ谷2009、205-206頁）。

25　セール・アンド・リースバック取引について論ずるにあたり、本取引の定義について論
ずる。「セール・アンド・リースバック取引」とは、売手である借手が資産を買手である
貸手に譲渡し、売手である借手が買手である貸手から当該資産をリースする取引をいう

（適用指針 4 項（11））。
26　ここでいう便益とはオフバランス化のことである。どちらの処理を選択しても、オンバラ

ンス化することとなるため、便益が一致すると記載しているが、実質的に便益はなくなる。
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【巻末資料 1】会計と税務の齟齬
⑴　セール・アンド・リースバック取引に該当するか否かの判断

会計

　以下の取引はセール・アンド・リースバック取引に該当しない取引となる
①　資産が同一でない場合
　セール・アンド・リースバック取引は、IFRS第16号と同様に売手である借手が資
産を買手である貸手に譲渡し、売手である借手が買手である貸手から当該資産をリー
スする取引と定義している。この定義においては、譲渡された資産とリースされた資
産が同一であることが重要な要素となっている。セール・アンド・リースバック取引
に該当するか否かを検討する対象となる資産の譲渡とリースバックにおいて、売手で
ある借手による資産の譲渡が収益認識会計基準などの他の会計基準等により一時点で
損益を認識する売却に該当すると判断される場合、売手である借手は、当該資産を買
手である貸手に譲渡し、譲渡した当該資産をリースしているものと考えられる。セー
ル・アンド・リースバックされた資産は同一であると考えられることから、これらの
取引についてはセール・アンド・リースバック取引に該当するものとして会計処理を
定めることとした（適用指針BC86項）。
　一方、セール・アンド・リースバック取引に該当するか否かを検討する対象となる
資産の譲渡とリースバックにおいて、売手である借手による資産の譲渡が次のいずれ
かである取引については、資産の譲渡により売手である借手から買手である貸手に支
配が移転されるのは仕掛中の資産であり、移転された部分だけでは資産の使用から生
じる経済的利益を享受できる状態にない。これに対し、リースバックにより売手であ
る借手が支配を獲得する使用権資産は、完成した資産に関するものであるため、譲渡
された資産とリースされた資産は同一ではないと考えられる（ASBJ 2024）。
⑴�　収益認識会計基準に従い、一定の期間にわたり充足される履行義務（収益認識会

計基準第36項）の充足によって行われる場合
⑵�　収益認識適用指針第95項を適用し、工事契約における収益を完全に履行義務を充

足した時点で認識することを選択する場合（ASBJ 2024）
②　借手が支配を獲得しない場合
　売手である借手が原資産を移転する前に原資産に対する支配を獲得しない場合、当
該資産の移転と関連するリースバックについては、セール・アンド・リースバック取
引に該当しない（第54項参照）。例えば、取引の都合上、借手が貸手を通さずに資産
を第三者から購入して当該資産を貸手に譲渡し当該貸手から原資産としてリースする
ような場合、売手である借手が当該原資産に対する法的所有権を獲得したとしても、
資産が貸手に移転される前に借手が当該原資産に対する支配を獲得しないときには、
当該取引はセール・アンド・リースバック取引ではないと考えられる（適用指針
BC89項）。
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会計

　資産が移転するのは、顧客が当該資産に対する支配を獲得した時又は獲得するにつ
れてである（ASBJ 2024　35項）。資産に対する支配とは、当該資産の使用を指図し、
当該資産からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力（他の企業が資産の使用
を指図して資産から便益を享受することを妨げる能力を含む。）をいう（ASBJ 2024　
37項）。
※�　②の借手が支配を獲得しない場合では、新基準の適用に伴って新たにセール・ア

ンド・リースバック取引に該当しない場合として取り扱われることとなった。一
方、税務上は本論点においてセール・アンド・リースバック取引に該当するか否か
の判断基準が明記されていない。つまり、税務上においては実質的に金銭の貸借で
あると認められる場合は金融取引、それ以外は売買取引という判断が下される。な
ので、会計上セール・アンド・リースバック取引に該当しない場合、つまり売買取
引に該当し、税務上金融取引として処理する場合がある。

税務

　税務上はセール・アンド・リース取引に該当するか否かの判断基準が明記されてい
ない。
　したがって、税務上においては実質的に金銭の賃借であると認められる場合は金融
取引、それ以外は売買取引という判断が下される。

⑵　金融取引の判定

会計

　新基準により、フルペイアウトの要件を満たした場合は実質的に金銭の貸借である
と認め、金融取引として処理する旨が定められ、この要件を満たさない場合は、当該
資産の譲渡について収益認識会計基準などの他の会計基準等に従い損益を認識し、リ
ースバックについて会計基準及び本適用指針に従い借手の会計処理を行うこととした。
このような考え方はIFRS16号ではなくTopic842の考え方と整合的であり、このような
規定が置かれた理由について企業会計基準33号では以下のような理由を上げている。
⑴�　資産の譲渡について収益認識会計基準などの他の会計基準等の定めにより損益を

認識すると判断する場合、当該資産の譲渡に係る損益が全額計上される。これに対
し、IFRS第16号の定めと同様の定めを本適用指針に含めた場合、資産の譲渡につい
て収益認識会計基準などの他の会計基準等の定めにより損益を認識すると判断され
る場合であっても、当該資産の譲渡に係る損益の調整を求めることになり、収益認
識会計基準などの他の会計基準等の考え方とは異なる考え方を採用することとなる。

⑵�　IFRS第16号においては、リースバックにより売手である借手が継続して保持す
る権利に係る利得又は損失は売却時に認識しないため売却損益の調整が必要となる
分、Topic 842のモデルよりも複雑となる可能性があると考えられる。このような
IFRS第16号における資産の譲渡に係る損益の調整に代えて、セール・アンド・リ
ースバック取引についての開示を要求することが有用な情報の提供につながると考
えられる（適用指針BC93項）。
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会計

1 ）　会計上の金融取引の範囲
　セール・アンド・リースバック取引は、資産の譲渡とリースバックを組み合わせた
取引である。資産の譲渡に係る損益を認識するためには、収益認識会計基準などの他
の会計基準等に従い、売手である借手による資産の譲渡が売却に該当するかどうかを
判断する。ここで、顧客との契約から生じる収益は、収益認識会計基準の適用範囲に
含まれるが（収益認識会計基準第 3 項）、顧客との契約から生じるものではない場合
の固定資産の譲渡は収益認識会計基準の適用範囲に含まれない（収益認識会計基準第
108項）。
　次の⑴又は⑵のいずれかを満たすときは、売手である借手は、当該セール・アン
ド・リースバック取引について資産の譲渡とリースバックを一体の取引とみて、金融
取引として会計処理を行う（適用指針第55項）。
⑴�　収益認識会計基準などの他の会計基準等に従うと売手である借手による資産の譲

渡が損益を認識する売却に該当しない。
⑵�　収益認識会計基準などの他の会計基準等に従うと売手である借手による資産の譲

渡が損益を認識する売却に該当するが、リースバックにより、売手である借手が資
産からもたらされる経済的利益のほとんどすべてを享受することができ、かつ、資
産の使用に伴って生じるコストのほとんどすべてを負担することとなる。

　前項⑴及び⑵を満たさないときは、売手である借手は、資産の譲渡について収益認
識会計基準などの他の会計基準等に従い損益を認識し、リースバックについて会計基
準及び本適用指針に従い借手の会計処理を行う（適用指針第56項）。
　本適用指針BC91項及び前項に記載したIFRS第16号における会計上の考え方と
Topic 842における会計上の考え方を比較衡量した結果、本適用指針においては、
Topic 842における定めを参考に、資産の譲渡が売却に該当するか否かに関して、収
益認識会計基準などの他の会計基準等に従うと売手である借手による資産の譲渡が損
益を認識する売却に該当しない場合のほか、リースバックにより、売手である借手が
資産からもたらされる経済的利益のほとんどすべてを享受することができ、かつ、資
産の使用に伴って生じるコストのほとんどすべてを負担することとなる場合（フルペ
イアウトのリースの場合）には資産の譲渡は売却に該当しないこととし、当該資産の
譲渡とリースバックを一体の取引とみて、金融取引として会計処理を行うこととした

（本適用指針第55項）。
＜ 1 ＞フルペイアウトの要件
⑴　現在価値基準
　貸手のリース料（会計基準第23項）の現在価値が、原資産の現金購入価額の概ね90
パーセント以上であること（以下、「現在価値基準」という。）
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会計

⑵　経済的耐用年数基準
　貸手のリース期間（会計基準第16項）が、原資産の経済的耐用年数の概ね75パーセ
ント以上であること（ただし、原資産の特性、経済的耐用年数の長さ、原資産の中古
市場の存在等を勘案すると、上記⑴の判定結果が90パーセントを大きく下回ることが
明らかな場合を除く。）（以下、「経済的耐用年数基準」という。）（適用指針第62項）
　前項⑵に関して、貸手のリース期間が経済的耐用年数の概ね75パーセント以上であ
っても借手が原資産に係るほとんどすべてのコストを負担しないことが明らかな場
合、現在価値基準のみにより判定を行う（適用指針案63項）。
　公開草案に寄せられたコメントの中には、第55項⑵におけるフルペイアウトのリー
スの要件を満たすかどうかを判断するにあたり第62項を適用して判定するのかどうか
を明らかにすべきとの意見があった。この点、本適用指針では第55項⑵におけるフル
ペイアウトの判定の要件を具体的に定めていないが、仮に第62項の判定基準を用いて
判断する場合には、売手である借手が当該要件を満たすかどうかを判断することにな
るため、借手のリース期間及び借手のリース料をもとに判定を行うことが考えられる

（適用指針BC94項）。

税務

　法人税法第64条の 2 第 2 項《金銭の貸借とされるリース取引》に規定する「一連の
取引」が同項に規定する「実質的に金銭の貸借であると認められるとき」に該当する
かどうかは、取引当事者の意図、その資産の内容等から、その資産を担保とする金融
取引を行うことを目的とするものであるかどうかにより判定する。したがって、例え
ば、次に掲げるようなものは、これに該当しないものとする。（平10年課法 2 －15

「 4 」により追加、平14年課法 2 － 1 「三十二」、平15年課法 2 － 7 「四十七」、平19
年課法 2 －17「二十八」により改正）
⑴�　譲渡人が資産を購入し、当該資産をリース契約（法第64条の 2 第 3 項《リース取

引に係る所得の金額の計算》に規定するリース取引に係る契約をいう。以下12の 5
－ 2 － 2 において同じ。）により賃借するために譲受人に譲渡する場合において、
譲渡人が譲受人に代わり資産を購入することに次に掲げるような相当な理由があ
り、かつ、当該資産につき、立替金、仮払金等の仮勘定で経理し、譲渡人の購入価
額により譲受人に譲渡するもの

イ�　多種類の資産を導入する必要があるため、譲渡人において当該資産を購入した　
方が事務の効率化が図られること

ロ　輸入機器のように通関事務等に専門的知識が必要とされること
ハ�　既往の取引状況に照らし、譲渡人が資産を購入した方が安く購入できること
⑵�　法人が事業の用に供している資産について、当該資産の管理事務の省力化等のた

めに行われるもの（法基通12の 5 - 2 - 1 ）
　以上により、税務における「リース取引」とは「ファイナンス・リース取引」を指
しており、上記の税務対応に照らしてみればイ、ロ、ハ以外に該当するものは売買取
引となり、それ以外はファイナンス・リース取引、つまり金融取引に該当することと
なる。
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税務

　これら 1 ）、 2 ）を比較すると、セール・アンド・リースバック取引における金融
取引の範囲に齟齬が生じているといえる。税務での金融取引の判定は、売買取引に該
当するものを上げ、それ以外は金融取引の範囲とするのに対し、会計基準では金融取
引の範囲を明示することとなっているためである。

⑶�　資産の譲渡対価が明らかに時価ではない場合又は借手のリース料が明らかに市場レー
トではない場合の取扱い

会計

　新基準において当該規定が置かれた背景は資産の譲渡とリースバックは形式上別個
の取引であるが、これらの取引が組み合わされることで、次のような論点が生じる可
能性があると考えられる。
⑴�　リースバックにより、売手である借手が、買手である貸手に譲渡された資産から

生じる経済的利益を引き続き享受しているにもかかわらず、当該資産を譲渡した時
点で譲渡に係る損益が認識される。

⑵�　セール・アンド・リースバック取引においては、資産の譲渡とリースバックが、
パッケージとして交渉されることが多く、資産の譲渡対価とリースバックにおける
借手のリース料との間に相互依存性があると考えられる。資産の譲渡対価及び関連
するリースバックにおける借手のリース料が、それぞれ時価及び市場のレートでの
リース料よりも高い（低い）金額で取引されることにより、一体としての利益の総
額が同じであっても、資産の譲渡に係る損益が過大（過小）に計上される可能性が
ある。（適用指針BC82項）

　前項⑴の論点への対応としてセール・アンド・リースバック取引における資産の譲
渡の取扱いを、前項⑵の論点への対応として資産の譲渡損益を適切に計上するための
取扱いをそれぞれ定めることとした（第53項から第58項参照）。（適用指針BC83項）
　そして、新基準において、資産の譲渡対価が明らかに時価ではない場合又は借手の
リース料が明らかに市場レートではない場合の取り扱いについて以下のように定めて
いる。
⑴�　資産の譲渡対価が明らかに時価を下回る場合、時価を用いて譲渡について損益を

認識し、譲渡対価と時価との差額について使用権資産の取得価額に含める。
⑵�　借手のリース料が明らかに市場のレートでのリース料を下回る場合、借手のリー

ス料と市場のレートでのリース料との差額について譲渡対価を増額した上で譲渡に
ついて損益を認識し、当該差額について使用権資産の取得価額に含める。

⑶�　資産の譲渡対価が明らかに時価を上回る場合、時価を用いて譲渡について損益を
認識し、譲渡対価と時価との差額について金融取引として会計処理を行う。
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会計

⑷�　借手のリース料が明らかに市場のレートでのリース料を上回る場合、借手のリー
ス料と市場のレートでのリース料との差額について譲渡対価を減額した上で譲渡に
ついて損益を認識し、当該差額について金融取引として会計処理を行う。資産の譲
渡対価が明らかに時価ではないかどうか又は借手のリース料が明らかに市場のレー
トでのリース料ではないかどうかは、資産の時価と市場のレートでのリース料のい
ずれか容易に算定できる方を基礎として判定する。⑴又は⑵は、譲渡対価を増額す
る場合に適用し、⑶又は⑷は、譲渡対価を減額する場合に適用する。（適用指針第
57項）

税務

　税務上では資産の高額譲渡と低額譲渡について以下のように明記している。低額譲
渡に関しては「内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、
その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的
な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額と
の差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金
の額に含まれるものとする。」（法法37⑧）と明記されており、資産の譲渡が低額譲渡
であると判断される場合は資産の譲渡対価と時価との差額を寄付金として処理すると
規定されている。そして、高額譲渡に関しては明確な法律上の規定はされてはいない
が、上記の低額譲渡と同様に取引を時価で認識し、時価と譲渡対価の差額を受贈益と
して扱うとされている（巻末資料 2 参照）。

出所：新基準（適用指針）、e-govを元に筆者作成。



188

【巻末資料 2】譲渡対価（支払リース料）が著しく時価より高い・低い場合の処理

出所：適用指針を元に筆者作成。
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【巻末資料 3】会計と税務の齟齬に関するフローチャート

出所：適用指針を元に筆者作成。


